
ペット霊園設置（変更）手続きフロー

ペット霊園設置（変更）手続フロー
事業者

ペット霊園設置（変更）計画にかかる事前相談
（開発行為、農地法、火葬場届出等の相談を含む）

法的に問題がない場合

申請予定者 市 市民

・構想の届出書の提出

・構想表示板の設置の
届出

受 理 ・ 公 開 閲 覧

（10日経過後）

説明会報告書提出 受理・公開（告示）

住民意見書提出受 理 ・ 送 付

意見書の計画反映検討

（14日を経過する日まで）

（開発審査課）

（開発審査課）

（くらし安全課）

農地転用の場合
（農業委員会）

標 識 の 設 置

（申請予定日の120日前まで）

(小規模)開発事業
事前協議申請

申請予定者による関係住民に対する説明会

関係住民等から申請予定者への意見の申し出

（申請予定日の60日前まで）

申請予定者と申出者（住民）との協議

ペット霊園設置（変更）許可見込

農地法
許可申請

農地法
の許可

ペット霊園設置（変更）許可申請

（申請予定日の30日前まで）

ペット霊園設置（変更）許可

事前協議書
の締結 工 事 実 施

工 事 完 了 届

工 事 完 了 検 査

工事完了検査済証交付

施 設 使 用 開 始

草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例に基づく手続

（工事日の
60日前まで）

火葬場の場合
（環境課）

連
携

開発とペット霊園条例双方の事前協議完了確認

開発事前協議と設置許可申請内容の整合を確認

ペット霊園設置計画連絡調整会議（庁内関係各課）
［くらし安全課召集］

ペット霊園設置（変更）許可事前協議書の提出
［意見書を反映させた計画］

県条例廃棄物焼却炉

設置届出
市条例特定工場
設置申請

11条

12条

16条

閲 覧

申請予定者による近隣・周辺住民等への説明会

公共工事による移設、

縮小の変更の場合
必要なし

13条

18条

10条


